
基本目標１

安全・安心に暮らせる人にやさしいまち

【安全・安心分野】



基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】

施策１－１　防災・減災対策の充実

【めざすまちの姿】

R2事業費（千円）
特定財源
一般財源 R2 R3 R4

-

-

-

200

0

200

224,660

224,550

110

1,054,000

870,000

184,000

741,055

741,000

55

2,250

1,125

1,125

103,000

103,000

0

5 地域情報システム構築事業
新たな情報伝達手段として280MHzデジタル同報無線システムを構築し、緊急時
に気象情報及び災害情報を、平常時に地域情報等を発信する。

拡充

　市民一人ひとりが防災・減災に対する知識を身につけ、理解を深めることで、防災意識の高揚が図られるとともに、自
主防災組織等の活動の充実により、平時から災害への備えができている防災力の高い地域社会が実現されています。

No

3
震災対策農業水利施設
整備事業

地震による被災の影響が大きい農業水利施設の耐震性を点検調査するととも
に、地震により施設の損壊のおそれがあるなど必要な耐震性を有していない農
業水利施設の整備を実施することにより災害の未然防止を図る。

6 ブロック塀等改修助成事業
道路沿いにある建築基準法に適合しないブロック塀等の除却・新設及び改修に
ついて費用の一部を助成することで、震災に強いまちづくりを推進する。

7
緊急自然災害防止対策事業(河
川）

国の「防災・減災・国土強靭化のための緊急３箇年対策」と連携し、頻発する自然
災害への事前防災として、市管理河川の堆積土砂の除去や河川護岸の整備等
を実施する。

4
庁舎耐震補強・大規模改修
事業

本庁舎の耐震補強及び大規模改修工事を実施する。工事にあたっては、工期短
縮と業務の効率化を図るため、議会、産業部及び建設部を一時的に表郷庁舎な
どへ移転しながら実施する。

生活防災課1 継続総合防災訓練事業
過去の災害を教訓に、平時から災害へ備えるため、市、防災関係機関、自治会、
消防団、市民等が参加する、総合的な訓練を隔年実施し、防災意識の高揚を図
る。（隔年実施）

2 自主防災組織育成助成事業
自主防災組織の結成促進及び育成のため、設立時の補助金を交付し、「自分た
ちの地域は自分たちで守る」という共助の仕組みづくりを推進する。

継続 生活防災課

事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画

区分
地方創生
事業

継続 道路河川課

農林整備課

担当課

継続

財政課

生活防災課

継続

建築住宅課継続

※地方創生事業･･･「第２期白河市みらい創造総合戦略」（令和２年３月策定）に基づく主要な事業について、総合戦略に掲げる「基本目標」と「具体的な施策」の番号を示している。以下同じ。



基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】

施策１－２　消防・救急体制の強化

【めざすまちの姿】

R2事業費（千円）
特定財源
一般財源 R2 R3 R4

-

-

-

23,177

17,300

5,877

5,000

0

5,000

3,080

0

3,080

担当課No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画

区分

　地域の安全を守る人材の確保や施設の整備により、緊急時に迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制が確立する
ことで、地域住民が安心して暮らせる環境が整っています。

継続消防屯所等整備事業
緊急時、迅速に対応できる環境を整備するため、災害時のみならず、平常時から
地域に密着した活動を展開している消防団の拠点である屯所を整備する。

地方創生
事業

2 継続消防車両等整備事業

1

3 継続消防施設整備（消火栓等）事業
緊急時、迅速に対応できる環境を整備するため、水道管の新規敷設に伴い、消
火栓の設置にかかる費用を負担する。

生活防災課

生活防災課

緊急時、迅速に対応できる環境を整備するため、消防団活動に必要なポンプ自
動車、小型動力ポンプ、軽積載車の配備を行う。

生活防災課

生活防災課

4 消防団員装備品整備事業
消防団員の安全確保のため、「消防団の装備の基準」等に基づき、装備品の充
実・強化を図る。

継続

※地方創生事業･･･「第２期白河市みらい創造総合戦略」（令和２年３月策定）に基づく主要な事業について、総合戦略に掲げる「基本目標」と「具体的な施策」の番号を示している。以下同じ。



基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】

施策１－３　交通安全対策の充実

【めざすまちの姿】

R2事業費（千円）
特定財源
一般財源 R2 R3 R4

2,961

0

2,961

2,810

0

2,810

9,500

0

9,500

1,095

0

1,095

10,000

9,500

500

生活防災課

担当課No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画

区分

1 交通安全啓発事業（４地域）
交通事故の無い安全・安心な地域社会を構築するため、市内小学生による交通
安全鼓笛パレードや交通安全ポスター・標語コンクールを実施し、交通安全に対
する意識の高揚を図る。

　市民一人ひとりの交通安全意識の醸成が図られ、交通ルールを守り、思いやりのある交通マナーを実践しています。
　地域ぐるみによる活発な交通安全活動などが行われ、安全な交通環境が整うことで、子どもや高齢者、障がい者の安
全が確保されています。

地方創生
事業

道路河川課

交通教育専門員を中心に、地域での交通安全活動や交通安全広報活動を行
い、市民の交通安全意識の醸成を図る。

生活防災課2 継続交通教育専門員事業

3 継続交通安全施設整備事業
市道に計画的に区画線、カーブミラー、ガードレール等を設置し、歩行者及び通
行車両の安全を確保する。

継続

自転車通学における交通事故等から子どもたちを守るため、中学一年生に対し
てヘルメットを贈呈する。

学校教育課4 継続生徒用ヘルメット贈呈事業

5 園児の散歩道安全対策事業
幼稚園、保育園周辺の散歩道は、未就学児を中心とした子供たちが日常的に集
団で活動する道路であり、特に安全対策を要するため、早急に安全施設整備等
を行う。

新規 Ⅱ(2) 道路河川課

※地方創生事業･･･「第２期白河市みらい創造総合戦略」（令和２年３月策定）に基づく主要な事業について、総合戦略に掲げる「基本目標」と「具体的な施策」の番号を示している。以下同じ。



基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】

施策１－４　防犯・消費生活対策の充実

【めざすまちの姿】

R2事業費（千円）
特定財源
一般財源 R2 R3 R4

1,080

0

1,080

8,023

7,011

1,012

　自分たちの地域は自分たちで守るという意識のもと、地域自衛型の防犯活動が行われ、地域社会において犯罪や事
件の起きにくい防犯体制が整っています。
　消費者トラブルに巻きこまれない対策が適切に行われ、日常生活の安心が確保されています。

1 継続無料法律相談事業
多様化・複雑化するトラブルに適切に対応し、市民が抱える不安を解消するた
め、弁護士による無料法律相談を実施する。

No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画

区分
地方創生
事業

担当課

生活防災課

広範・複雑・高度化している消費者問題を解消するため、「白河市消費生活セン
ター」において、住民からの消費生活相談に対応する。

生活防災課2 継続消費者行政事業

※地方創生事業･･･「第２期白河市みらい創造総合戦略」（令和２年３月策定）に基づく主要な事業について、総合戦略に掲げる「基本目標」と「具体的な施策」の番号を示している。以下同じ。



基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】基本目標１　安全・安心に暮らせる人にやさしいまち【安全・安心分野】

施策１－５　原子力災害対策の推進

【めざすまちの姿】

R2事業費（千円）
特定財源
一般財源 R2 R3 R4

109,389

109,389

0

58,071

58,071

0

　放射性物質による環境汚染への対処が行われ、市内全域が放射線から安全な地域となり、市民が安心して元の生活
を送れています。

No 事業名 事業概要 区分 担当課
3ヵ年の事業計画 地方創生

事業

継続

環境保全課継続

環境保全課2 民間宅地除染対策事業
放射線に対する市民の不安を解消するため、空間放射線量モニタリングを継続
的に行うとともに、市民に分かりやすく公表する。

1 仮置き場設置事業
除染作業に伴い発生した除去土壌等について、中間貯蔵施設に搬出が完了する
まで仮置場で安全に管理し併せて空間放射線量モニタリングも継続し実施する。

※地方創生事業･･･「第２期白河市みらい創造総合戦略」（令和２年３月策定）に基づく主要な事業について、総合戦略に掲げる「基本目標」と「具体的な施策」の番号を示している。以下同じ。


